
H21年度末
状況

H26年度
目標

1 ① 1
母子健康手帳交付時、乳幼児健診等を活用し
た家庭の状況把握

支援が必要な家庭を早期に把握するため、母子健康手帳交付時
に面接を行います。また、出生連絡票の回収率を向上させ、新
生児のいる家庭の把握に努めます。
　さらに、相談や支援を充実させるため、乳幼児健康診査時の
問診項目の見直しを行い、産後うつや不適切養育の予防を図り
ます。

実施 推進

○母子健康手帳交付時に看護職が面接を行い、妊娠中の健康面も含めた相談に応じ、出産後の訪問
事業等(出生連絡票の提出含む)の周知を図った。出生連絡票の提出数は前年度よりも伸び、より早
期に把握できるようになった。

1 ① 2
支援を必要とする家庭への訪問や産前産後の
ヘルパー派遣の実施

母子健康手帳交付時の面接や出生連絡票の提出、こんにちは赤
ちゃん訪問、区役所での乳幼児健康診査や子ども・家庭支援相
談、医療機関からの情報提供などあらゆる機会を活用して、支
援が必要な家庭を早期に把握し、保健師や助産師などによる家
庭訪問、産前産後ケア事業によるヘルパー派遣などの支援へつ
なげます。

実施 推進

○あらゆる機会を活用して、支援が必要な家庭を早期に把握し、保健師や助産師などによる家庭訪
問、産前産後ケア事業によるヘルパー派遣などの支援へつなげている。（派遣回数：１２８世帯延
べ１３１３回）

1 ② 1
こんにちは赤ちゃん訪問事業での情報提供の
推進

地域の訪問員が生後４か月までの乳児がいるすべての家庭を訪
問し、出産後に利用できるサービスや地域の子育て支援に関す
る情報提供を行うとともに、保護者の話を聞くことで子育ての
不安軽減を図る「こんにちは赤ちゃん訪問」を引き続き実施
し、子育て家庭を見守る地域づくりを進めます。

実施 推進

○「こんにちは赤ちゃん訪問」を引き続き実施し、子育て家庭を見守る地域づくりを進めている。
（訪問件数：２１，８８０件）

1 ② 2
母子健康手帳交付時、妊婦健康診査、乳幼児
健診を活用した情報提供の充実

母子健康手帳交付時、妊婦健康診査、乳幼児健康診査の機会を
捉え、安心して子育てができるよう、妊娠中から産後の時期に
必要とされる子育て情報を提供します。

実施 充実

○母子健康手帳交付時に看護職が面接を行い、妊娠中の健康面も含めた相談に応じ、出産後の訪問
事業等(出生連絡票の提出含む)の周知を図った。出生連絡票の提出数は前年度よりも伸び、より早
期に把握できるようになった。

1 ② 3 ホームページ、メールマガジン等の活用

妊娠中から産後の時期に、子育て支援に関する情報を必要なと
きにいつでも入手できるよう、こども青少年局ホームページ
「ヨコハマはぴねすぽっと」の充実を図ります。また、メール
マガジンを活用した子育て情報や地域情報の発信を進めます。

実施 推進

○こども青少年局ホームページ「ヨコハマはぴねすぽっと」の充実に加え、父親の子育てを支援す
るページ「ヨコハマダディ」を新たに立ち上げるなど妊娠・出産・子育てに関する情報提供に取り
組んだ。

○各区においても「あおば子育てファンクラブ」(青葉区)「子育て楽しめーる」(港南区)「ココ
めーる」(港北区)「つづき・おひさまメール」(都筑区)「みどりっこメール」(緑区)「きらきらか
なざわっこメール」(金沢区)などメールマガジンを活用した子育て情報の発信を行っている。

1 ② 4 身近な店舗・施設等での情報発信

子育て中の家庭への情報発信を強化するため、日常的に利用す
る身近な店舗や公共施設等で、子育て情報に関するパンフレッ
ト等を配布します。

実施 推進

○ママ・パパが赤ちゃんに贈ったメッセージを集めた詩集「トツキトウカYOKOHAMA2010」を市内の
産科・小児科、子育て施設、区役所等で配布し、子供を産み育てることの喜びを広く発信した。

○詩集の冊子に子育てに関する電話相談や子育て応援サイトの情報を掲載することで情報発信を
行った。

1 ② 5
外国籍や外国につながる子どものいる家庭へ
の情報提供

外国籍や外国につながる子どものいる家庭が、子育てに関する
情報を入手しやすいよう、より効果的な情報提供のあり方につ
いて関係機関や支援機関と連携して検討します。

実施 推進

○各区局において保育所や手当、放課後施策、小児救急、学校関連の案内等の外国語版のパンフ
レットやチラシ等を配布した。

事業目標

基本施策１　生まれる前から乳幼児期の一貫した支援の充実

H22年度の実施内容

施策分野１　生まれる前から乳幼児期の支援
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1 ② 6
地域との連携による母親教室( 両親教室) や
父親向け講座の実施

地域子育て支援拠点と連携して母親教室（両親教室）を開催す
ることにより、妊娠中から子育て支援の場に足を運ぶ機会や、
子育て中の親子と触れ合う機会づくりを進めます。また、地域
子育て支援拠点や子育て支援NPO 等と連携して、乳幼児の父親
等に向けた多様な講座を地域で展開します。

実施 推進

○父親の家事・育児の推進を支援するため、「パパスクール事業」を新たに立ち上げ、実施した。

【地域におけるパパ講座事業への支援】
・地域子育て支援拠点等運営法人との連携による、パパ向け講座の実施（８団体）
【横浜イクメンスクール】
・2期(各5回)開催（計４３名受講）

○地域子育て支援拠点等で妊婦や乳幼児の父親等に向けた講座を地域で実施している。
○母親（両親）教室や子育て教室等を地域子育て支援拠点と連携して実施している区がある。

1 ③ 1 産科・周産期病床の拡充

市民が安心して出産できる環境を整備するため、産科病床の設
置促進や周産期救急病院の体制強化などを通じて、出産できる
施設や、妊娠中に急変した場合などに対応できる医療機関の確
保に取り組みます。

実施 拡充

○出産を取り巻く医療環境の整備を図るため、さまざまな施策を活用して、分娩を取り扱う施設を
支援するとともに、妊婦の不安軽減に向けた支援を行った。

・診療所１か所、助産所１か所を新たに整備
・病院１か所のGCUを整備
・市内３か所の医療機関において産婦人科医師２名による応需体制を確保
・市内２か所で医療機関における産婦人科医師確保を支援

1 ③ 2 小児救急医療体制の充実

２４時間３６５日小児科専門医の診療体制を確保している市内
７か所の「小児救急拠点病院」を中心とした診療体制を維持
し、小児救急医療提供体制の充実を図ります。

実施 充実

○引き続き市内７か所の小児救急拠点病院を中心に、小児救急医療体制の機能強化を進めた。

○各病院の２４時間救急医療体制を整備することにより、小児科専門医による全休日夜間の小児科
医の当直体制を確保し、小児二次救急医療の充実を図った。また、小児救急医療体制を実施する医
療機関に費用の一部を助成し、小児科医師の集約化をすすめた。

1 ③ 3 小児救急・産科電話相談体制の拡充

小児救急や産科に関する案内・相談など、初期救急医療に関す
る情報提供・電話相談に総合的に対応する「救急医療情報・相
談センター（仮称）」を整備します。

実施 拡充

○救急医療情報センターについては、オペレータの増員により電話をさらに繋がりやすいようにし
た。

○小児救急電話相談については、相談を受ける看護師の増員を図り、相談時間を翌朝９時までに延
長を図った。

○産科あんしん電話については２２年１０月より事業を開始した。

1 ③ 4 小児救急の適正利用の推進

地域の子育て支援団体と区役所との協働などにより、小児救急
のかかり方や家庭での看護に関する教室・講演会等を開催しま
す。また、休日・夜間に診療している地域の小児科や小児救急
に関する相談窓口等について情報提供を行うなど、子育て家庭
の安心につながる取組を進めます。

実施 推進

○小児救急医療の現状や医療機関の役割について市民へ啓発した。

・小児救急キャラバンを各区１回実施。小児救急の現状、家庭看護について啓発活動
・13区が独自事業として、講演会、パンフレット作成、窓口設置を実施
・シンポジウム「ヨコハマ　こどもの地域医療」を12月に開催（参加者：１８０名）
・こどもの救急イベントを3月に開催。救急受診の仕方や家庭看護法の啓発、小児蘇生法講習会を開
催
・「こどもの病気・ケガ」33,000部の発行。家庭看護法を掲載
・「小児救急のかかり方HANDBOOK」の38,700部の発行

1 ③ 5 小児医療費助成

子育て家庭の経済的負担の軽減を図るため、小学校就学前まで
の子どもについては入院・通院に係る医療費、小学校就学から
中学校卒業までの子どもについては入院に係る医療費を助成し
ます。
　今後も引き続き、制度のあり方を検討していきます。

実施 推進

○医療費助成の対象となる市民に医療費助成を実施した。
（対象者数：１８４，３２７人）
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1 ③ 6 不妊相談及び治療費助成

身体的・精神的に負担が大きい不妊治療について、不妊相談や
不妊に関する講座等を実施します。また、医療保険適用外の不
妊治療費の一部を助成し、経済的負担の軽減を図ります。

実施 推進

○身体的・精神的に負担が大きい不妊治療について、不妊相談等を実施した。また、医療保険適用
外の不妊治療費の一部を助成し、経済的負担の軽減を図っている。不妊専門相談及び特定不妊治療
費助成ともに増えている。
※不妊に関する講演会を３月に予定していたが、震災の影響により中止した。

2 ① 1 地域子育て支援拠点の拡充

子育ての総合的な拠点として、親子が遊びながら交流できる常
設の居場所の提供、子育て家庭向けの相談、情報提供を行う
「地域子育て支援拠点」を各区1 か所設置します。

15か所 18か所

○市内16か所に設置が完了し、23年度開設予定の２区についても設置に向けての準備を行うことが
できた。

・栄区において、平成23年３月27日に拠点を新規開設し、市内16か所に設置が完了した。
・青葉区、瀬谷区において、平成23年度の新規開設に向けて、運営法人、施設愛称等を選考・決定
した。

2 ① 2 親と子のつどいの広場の拡充

ＮＰＯ法人や子育て支援活動団体などが、商店街の空き店舗や
マンション・アパート等の一室を活用し、親子が気軽に集い交
流する場の提供や、相談、情報提供を行う「親と子のつどいの
広場」の整備を進めます。

28か所 54か所

○旭区、青葉区、栄区の３区に新たに広場を開設し、市内３１か所に設置が完了した。

○２３年度の新規開設に向けて、運営団体の募集及び選考会を開催し、新たに４か所（緑区、青葉
区、戸塚区、泉区）の設置を決定した。

○２２年１０月に、広場の新たな機能のひとつとして11広場において一時預かりを開始した。

○運営体制の見直しを行い、事務局の移管を行った。（市社会福祉協議会への補助を２２年度で終
了し、２３年度より団体への直接補助に切り替えた。）

2 ① 3 保育所・幼稚園における子育て支援の充実

地域の身近な施設である保育所・幼稚園において、施設開放や
子育て情報の提供など地域の親子への支援を行う「幼稚園は
まっ子広場」や「保育所子育てひろば」の整備を進めます。 幼稚園は

まっ子広
場

21か所
保育所子
育てひろ
ば(常設

園)
32か所

幼稚園は
まっ子広

場
27か所

保育所子
育てひろ
ば(常設

園)
51か所

○地域の身近な施設である保育所・幼稚園において、地域の子育て中の親子への支援として、施設
開放や育児講座などを開催したほか、子育て情報の提供を行った。

・私立幼稚園はまっ子広場事業を市内２１か所で実施した。
・保育所子育てひろば私立常設園を新規で１園開設し、市内３３か所で実施した。

2 ① 4 子育て支援者の相談会場の拡充

子育ての不安を解消するため、地区センターや地域ケアプラザ
等の身近な施設で、地域の身近な子育ての先輩である「子育て
支援者」が親子の交流をすすめたり、相談に応じる会場を増や
します。

実施 拡充

○子育て支援者全体の資質の向上を図るため、平成２３年１０月１日から子育て支援者間相互のOJT
を推進する助言者（トレーナー）を全区に配置した。各区でトレーナーによる支援者会場の訪問、
自主研修実施、支援者間のネットワークづくりのための会議出席などの活動を行った。

○各区において、区の実情に合わせたトレーナー活動の計画を立案し、展開することができた。

2 ① 5 子育てサロンの開催会場の拡充

町内会館や地域ケアプラザ、地区センター等の地域の身近な場
所で、親子が交流できる場を開催する地域の活動を支援しま
す。

実施 拡充

○各区において、町内会館や地域ケアプラザなど、地域の身近な場所で、子育てに関する情報提
供・相談・交流の場の提供など子育て支援に取り組んだ。

基本施策２　地域における子育て支援の充実
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2 ② 1
地域子育て支援拠点を中心としたネットワー
クの活性化

「地域子育て支援拠点」と区役所が中心となって、子育て支援
に取り組む団体や機関、関係者のネットワークを作ります。そ
れにより、地域のどこでどのような支援が行われているか相互
に把握し、連携を図りながら、様々な課題を抱える子育て家庭
に対して、適切な支援につなげていきます。 実施 推進

○各区において、地域子育て支援拠点と区役所が連携して、子育て支援関係団体の代表者からなる
連絡会議の開催や、子育て支援グループによる交流会の実施、子育てサロンへの訪問・研修など、
支援者間のネットワークづくりを実施した。

○拠点利用者に呼びかけて、子育て情報マップを作成するなど、保護者同士のつながりづくりも進
めた。

2 ② 2 地域子育て支援に関わる人材の育成

「地域子育て支援拠点」「親と子のつどいの広場」、保育所の
「育児支援センター園」など、親子の居場所や支援機関のス
タッフ、子育て支援に関わる人の知識・技術や意欲を高めるよ
う、研修を充実します。
　また、子育て支援に関わる人を増やすため、地域の人材の育
成に努めます。 実施 推進

○各研修毎に、対象者に合わせたテーマ設定を行い、講演会形式に加えて目的に合わせたグループ
ワーク形式の研修を実施することができた。

・地域子育て支援関係者を対象に「支援者の役割について」、「育児サークル支援の意義と支援の
在り方について」の講演会を実施した。
・地域子育て支援拠点、親と子のつどいの広場などの子育てひろばスタッフを対象に、広場スタッ
フとして必要な基本的知識・技術を得るためのグループワーク研修を実施した。
・親と子のつどいの広場スタッフを対象に事例検討会（１回）を実施した。

2 ② 3
市立保育所を活用した保育資源ネットワーク
の構築（試行実施）

保育の質の向上と地域子育て支援の充実を目的とした「保育資
源 ※ネットワーク」の構築に向け、情報交換会や研修会を通じ
た情報・ノウハウの共有、地域における子育て支援事業の充実
を図るなど、区ごとの状況に応じたモデル的取組を進めます。
※認可保育所、横浜保育室、認可外保育施設、家庭保育福祉員
等

－
（22年度
新規）

推進

○平成２３年度からの試行実施区を決定後（４区７園）、実施区の現況を把握し、実施に向けた課
題等を話し合いながら、各区の実情に応じた事業計画書等の作成等を区局で行うことで、スムーズ
な事業開始につながった。

3 ① 1 保育所整備

庁内に「緊急保育対策支援会議」を設置し、待機児童対策に向
けた区局の連携をより強化するとともに、市有地の活用や民間
ビルなど、多様な手法による保育所整備を進めます。また、保
育所の新設とともに既存保育所の増改築等により定員の増加を
図ります。

保育所定
員

38,295人
(H22.4.1
現在)

保育所定
員

44,100人
(H27.4.1
現在)

○２３か所の新設等により１，７１２人定員を増加し、４５９か所、４０，００７人となった。

○法人所有地や民間ビルなどを活用し、多様な手法により保育所整備を進めた。また、保育所の新
設とともに既存保育所の増改築等により定員の増加を図った。

3 ① 2
空き定員枠の活用（送迎保育ステーションの
整備等）

認可保育所の空き定員枠を活用するため、一時的に児童を預か
る送迎保育ステーションを駅近くに整備し、空き定員枠のある
複数園との間でバス等による送迎を行います。また、通園バス
の購入等に対する助成を行います。

実施 拡充

○旭区と都筑区の２か所で送迎ステーションを整備するとともに、利用者の募集を行った。

○４か所の保育園に対して、通園バスの購入等に対する助成を行った。

3 ① 3 横浜保育室の助成充実

3 歳未満の低年齢児の待機児童解消を図るため、本市が独自に
認定した横浜保育室に定員規模に応じて運営費を助成するとと
もに、整備費を助成することで、既存施設の運営の安定化と新
規参入を促進し、定員を拡大します。また、保護者負担の軽減
を図るため、所得に応じた保育料の軽減を行います。 横浜保育

室定員
4,309人
(H22.4.1
現在)

横浜保育
室定員
5,000人
(H27.4.1
現在)

○１８か所、６１９人定員を増加し、１４６か所、４，９２８人となった。
　
○保育ニーズの高い駅周辺での整備を促進するため、横浜保育室を整備する法人に整備費を助成し
た。通常募集だけでなく、都心部への整備を目指して特別募集も行った。

○保育料の軽減助成を所得に応じて１万円～４万円の４段階に拡充した。

基本施策３　未就学期の保育と教育の充実



H21年度末
状況

H26年度
目標

事業目標

H22年度の実施内容

「かがやけ横浜こども青少年プラン後期計画」取組状況報告書

基
本
施
策

重
点
取
組

番
号 取組名 内容

3 ① 4 一時保育（一時預かり）の拡充

就労形態の多様化やリフレッシュ目的での利用など、保護者の
ニーズにより柔軟に対応するため、一時保育（一時預かり）を
実施する認可保育所や横浜保育室、認可外保育施設を増やしま
す。

一時保育
227か所
乳幼児一
時預かり

事業
４か所

一時保育
356か所
乳幼児一
時預かり

事業
14か所

【特別保育事業】
○就業形態の多様化に伴う一時的な保育や保護者の傷病等による緊急時の保育に対応するため、一
時保育を実施した。
（市立３８か所、民間１９７か所：計２３５か所）
※横浜保育室については１２０か所で実施（平成２３年４月１日現在）

【乳幼児一時預かり事業】
○乳幼児一時預かり事業実施施設を１０月から新規で２か所開設し、計６か所で実施した。
○短時間就労など多様な働き方を希望している保護者が利用しやすいようにするため、９月から利
用限度を拡大し、１か月あたりの利用上限を月１５日以内または月１２０時間以内に変更した。
○利用限度の拡大にあわせ、９月から実施施設の形態を通常型実施施設（８時間）と延長型実施施
設（１１時間）に変更し、１０月開所の２か所とあわせ、通常型４か所、延長型２か所で実施し
た。

3 ① 5
家庭保育福祉員事業の充実、ＮＰＯ等の活用
による家庭的保育事業の実施

低年齢児の待機児童解消に向け、３歳未満の児童を居宅等で預
かる「家庭保育福祉員」を増員します。また、複数の家庭保育
福祉員による共同保育や、NPO 法人等の事業者による保育を実
施します。

家庭的保
育定員
160人

(H22.4.1
現在)

家庭的保
育定員
550人

(H27.4.1
現在)

○家庭的保育定員は２４４人となった。（２３年３月現在）
・家庭保育福祉員：５２人、定員１９０人
・NPO等を活用した家庭的保育：６か所、定員５４人

○家庭保育福祉員は、従来からの個人型に加え新たに共同型の募集を行い、家庭保育福祉員を個人
型７人、共同型２グループ４人を認定し２３年３月時点で５２人となった。

○新たにＮＰＯ型を設け、５区６施設を選定し、受け入れ枠は５４人となった。

3 ① 6 幼稚園預かり保育事業の充実

保護者の就労や病気などにより通常の幼稚園開園時間の前後に
家庭で保育できない場合に、幼稚園児を保護者に代わって保育
する「幼稚園預かり保育」を充実します。

幼稚園預
かり保育
利用者
2,363人
(H22.4.1
現在)

幼稚園預
かり保育
利用者
3,400人
(H27.4.1
現在)

○預かり保育実施園に対して運営費を助成し、８２園で長時間保育を実施した結果、幼稚園での長
時間保育利用者数の増につながった。また、これまで実施園のなかった港北区の幼稚園を１園認定
し、23年度の全区での実施に結びついた。

・認定園の増を図るため、運営要件を緩和したモデル事業を22年度から開始した。また、これまで
年１回の認定申請の機会を３回に増やし、幼稚園にとって申請しやすい環境を整えた。
・幼稚園協会の協力を得ながら未実施園への個別の働きかけを行った。
・平成２３年４月から開設する幼稚園１２園を含め、２２年度内は計１９園認定した。

3 ① 7 事業所内保育施設の設置促進

事業所内の保育施設を新たに設置する事業者に対し、設置費と
運営費を助成し、設置を促進します。

事業所内
保育施設
入所者数
728人

(H22.4.1
現在)

事業所内
保育施設
入所者数
850人

(H27.4.1
現在)

○補助対象事業所の拡大や地域の児童の受け入れなどの要件を工夫して見直しを行ない、助成対象
となる事業所内保育施設を２か所（定員１８名）選定した。
※事業所内保育施設７８か所（平成２３年３月３１日現在）

3 ① 8 市立保育所の更なる活用

定員外入所の受け入れ人数拡大や、駐車場整備等による利便性
の向上など、既存の市立保育所を最大限活用して待機児童解消
を図ります。

実施 推進

○市立保育園１７園で施設の改修等を行うとともに、様々な工夫により、特に待機児童の多い０歳
から３歳児の受入枠を拡大した（２０３人拡大）。

○空き定員の解消を図るため、新たに２園で駐車場の整備を行った。



H21年度末
状況

H26年度
目標

事業目標

H22年度の実施内容

「かがやけ横浜こども青少年プラン後期計画」取組状況報告書
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3 ② 1 保育時間の延長

就業形態の多様化に伴う延長保育のニーズに対応するため、時
間延長サービスの拡充を図ります。

実施 拡充

○市立保育園については、多様化する保育ニーズへの対応を図るため引き続き５６園で時間延長
サービス実施している。

○民間保育園については、時間延長サービス実施に係るローテーション保育士雇用経費等を助成
し、３１９園で時間延長サービスを実施している。

3 ② 2
一時保育（一時預かり）の拡充　＜重点取組
①再掲＞

就労形態の多様化やリフレッシュ目的での利用など、保護者の
ニーズにより柔軟に対応するため、一時保育（一時預かり）を
実施する認可保育所や横浜保育室、認可外保育施設を増やしま
す。

一時保育
227か所
乳幼児一
時預かり

事業
４か所

一時保育
356か所
乳幼児一
時預かり

事業
14か所

【特別保育事業】
○就業形態の多様化に伴う一時的な保育や保護者の傷病等による緊急時の保育に対応するため、一
時保育を実施した。
（市立３８か所、民間１９７か所：計２３５か所）
※横浜保育室については１２０か所で実施（平成２３年４月１日現在）

【乳幼児一時預かり事業】
○乳幼児一時預かり事業実施施設を１０月から新規で２か所開設し、計６か所で実施した。
○短時間就労など多様な働き方を希望している保護者が利用しやすいようにするため、９月から利
用限度を拡大し、１か月あたりの利用上限を月１５日以内または月１２０時間以内に変更した。
○利用限度の拡大にあわせ、９月から実施施設の形態を通常型実施施設（８時間）と延長型実施施
設（１１時間）に変更し、１０月開所の２か所とあわせ、通常型４か所、延長型２か所で実施し
た。

3 ② 3 休日保育の拡充

ターミナル駅など利便性の高い場所を中心に施設の整備を進
め、広域的に利用できる施設を増やします。

10か所 27か所

○日曜、祝日等の保育ニーズに対応するため、休日保育を実施した。（市立１か所、民間６か所）

○新規実施施設の応募を行ったものの、民間保育所での休日保育実施施設が増えなかった。
※年末保育(12/29～30)を実施していた保育所３か所（緑区２、保土ケ谷区１）についてニーズがな
かったため事業を終了した。

3 ② 4 障害児等の保育

全園での障害児・特別支援児の受け入れをめざして、障害児の
保育に対し必要な経費を助成します。また、医療的ケアを必要
とする子どもの受け入れ促進に向けて、医療機関との連携強化
など、体制の整備を進めます。

実施 推進

○市立保育所全園での障害児受入体制を整備した。

○結果として障害児・特別支援児の入所者がいなかった園は８か所あり、受入れ率は約９２．２％
であった。（平成２２年４月１日現在）

3 ② 5 病児保育の拡充

就労世帯において、子どもが病気の際に家庭で保育できない場
合に、子どもを預かる病児保育施設の整備を進めます。

11か所 27か所

○横浜市内の小児医療機関６５４か所に対し制度案内の送付及び新規募集を行い、新たに整備した
３か所を含む１４か所で病児保育を実施した。

3 ② 6 子育てサポートシステムの推進

地域の中で子どもを預け、預かりあう「横浜子育てサポートシ
ステム」について、利用者のニーズに応じた、より利用しやす
いシステムとするため、専任のコーディネーターを配置するな
どして、区支部事務局の機能強化を図ります。 区支部事

務局の機

能強化
２区

15区

○港北区において、平成２２年７月より区支部事務局を地域子育て支援拠点にモデル事業として移
管し、機能強化を行った。南区、緑区と合わせて、市内３区で区支部事務局の機能強化を実施し
た。

○２３年度移管予定区として、地域子育て支援拠点の開設から５か年度が経過した中区、緑区、都
筑区において、次期運営法人を選考する際に、区支部事務局機能を追加した。
　また、磯子区においても、２３年度から地域子育て支援拠点に区支部事務局機能を追加するた
め、区役所、運営法人及び区社会福祉協議会と調整した。
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3 ② 7 市立保育所の民間移管

保育時間の延長や一時保育などの多様なニーズに効率的に対応
するため、市立保育所を年４園程度民間移管します。

実施 推進

○平成２３年度民間移管予定園（４か所）
　園長予定者、主任保育士予定者による引継ぎ、次年度担任保育士予定者による共同保育（１月～
３月）、保護者・法人・横浜市で構成される三者協議会（５月～２月、各園５回）等を実施した。
○平成２４年度民間移管予定園（４か所）
　法人選考委員会（５月～11月、全５回）を開催した。６～７月に移管先法人の募集を行い、書類
選考、実地調査、法人面接を経て、１１月に移管先法人を決定した。
○平成２５年度民間移管予定園（４か所）
　移管予定園を１０月に発表し、保護者説明会、個別相談（各園２回）を実施した。
○既移管園（２４か所）のアフターフォローを行った。
○既移管園では、平日２０時までの保育時間延長、３歳児以上への主食提供が２４園すべてで実施
されているなど、保育サービスが充実している。また、移管により一定の経費縮減効果が得られて
いる。

3 ③ 1
保育所における質の向上のためのアクション
プログラムの策定及び推進

国が策定した「保育所における質の向上のためのアクションプ
ログラム（保育の質を高め、深化拡大する保育所の役割を十分
に果たすためのプログラム）」を踏まえ、「保育所職員の研修
体制の見直し・充実」「人材確保に向けた取組」「保育所の自
己評価による質の向上」「小学校や地域の関係機関との連携強
化」等を実現するためのアクションプログラムを策定、推進し
ます。 実施 推進

○学識経験者と市立・民間保育園長等による策定検討会を設置し、アクションプログラムを策定し
た。

○市立・民間保育園長が策定準備会の段階から検討に参加し、「保育の振り返り（自己評価）の推
進、幼保小連携の充実、特別な支援を要する子どもの保育の充実」など、横浜の保育の質の向上を
目指す内容となった。

○市立・民間保育所、横浜保育室、家庭保育福祉員、認可外保育所の施設長を対象とし、策定した
アクションプログラムに関する説明会を２月に開催した（３３８名参加）。資料は市内の全保育施
設に送付した。

3 ③ 2 福祉サービス第三者評価制度の充実

保育サービスの向上・充実を目的に実施している「保育所の福
祉サービス第三者評価」について、国の指針やガイドラインに
沿って評価内容の見直しを行います。また、保育所への制度の
周知や、評価調査員に対する研修の充実を図り、第三者評価の
定着・促進をめざします。

実施 推進

○平成２０年に告示された保育所保育指針を受け、横浜市福祉サービス第三者評価検討委員会保育
分科会を開催した。保育分科会において、国の「自己評価ガイドライン」に沿った自己評価の取組
や、保育所児童保育要録についての項目など、評価内容の見直しを行った。

○「保育所における質の向上のためのアクションプログラム」にも第三者評価について盛り込み、
評価の充実促進を掲げた。

○パンフレットは健康福祉局が作成し、受審促進を図った。
受審件数５６件（認可保育所５２件、横浜保育室４件）

3 ③ 3
市立保育所を活用した保育資源ネットワーク
の構築（試行実施）＜基本施策２再掲＞

保育の質の向上と地域子育て支援の充実を目的とした「保育資
源※ネットワーク」の構築に向け、情報交換会や研修会を通じ
た情報・ノウハウの共有、地域における子育て支援事業の充実
を図るなど、区ごとの状況に応じたモデル的取組を進めます。
※認可保育所、横浜保育室、認可外保育施設、家庭保育福祉員
等

－
（22年度
新規）

推進

○平成２３年度からの試行実施区を決定後（４区７園）、実施区の現況を把握し、実施に向けた課
題等を話し合いながら、各区の実情に応じた事業計画書等の作成等を区局で行うことで、スムーズ
な事業開始につながった。

3 ③ 4 運営指導や監査の充実

保育の現場での監査結果に基づき、きめ細やかで効果的な運営
指導を行い、保育の質の向上を図ります。また、関係機関が連
携を図り、適正な保育サービスの提供に向けて必要な指導・助
言を行います。

実施 充実

○「児童福祉施設最低基準」等に基づき、児童の処遇や会計処理について指導監査を実施した。指
摘事項についてはほぼ改善が図られている。
・最低基準に違反する場合で、期限を定めて改善報告書の提出を求めた指摘件数：４２件
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3 ④ 1 幼稚園就園奨励補助金の実施

幼稚園児の保護者の経済的負担を軽減するため、幼稚園就園奨
励補助金を継続します。

実施 推進

○幼稚園就園奨励補助事業を継続し、市内６２，０２６人の私立幼稚園児の保護者の負担軽減を
図った。

○世帯の市民税額に応じて６つの区分に分けて、幼稚園に通っている第一子の場合、補助単価年22
万～４万８千円を補助した。
・国補助単価の見直しが行われ、全世帯の半数近くを占めるＥ区分については補助金額が減額と
なったが、市費を増額し前年度同様の補助金を交付した。
・従来から国補助のないＦ区分が全世帯の４割強あるが、市費で単独補助を行った。

3 ④ 2
幼児教育と小学校教育の連携促進と未就学期
の教育に関する検討

幼稚園や保育所に通う子どもと保護者が、小学校以降の教育へ
円滑に移行できるよう、児童同士の交流を図るとともに、教員
等の連携、接続期のカリキュラム開発、関係機関のネットワー
クを強化するなど、幼児教育と小学校教育の円滑な接続を図り
ます。
　また、未就学期の教育のあり方について検討を行います。

－
（22年度
新規）

推進

○国に先駆けて入学前と入学後のカリキュラムを接続期研究会で検討・開発し（年８回）実践に役
立つ枠組みを作った。

○接続期研修会を年２回行い、幼児期の教育と小学校教育の円滑な接続のあり方や接続期のカリ
キュラムについて考え方を示した（６４１名参加）。
・幼・保・小の教職員が協働で、未就学期の教育のあり方について実践を通して研究し、幼児教育
研究事例集にまとめ公表した。
・幼・保・小連携推進地区事業において、各地区に応じたテーマを設け、円滑な接続と連携を実践
した。研究の成果を研修会や広報誌（年４回）を通じて市内に発信した。

4 ① 1 放課後児童育成施策の推進

すべての子どもにとって安全で快適な放課後の居場所の提供と
健全育成を目的として、「放課後キッズクラブ」「はまっ子ふ
れあいスクール」「放課後児童クラブ」の放課後３事業の運営
や活動内容の充実を図ります。
　また、増加している留守家庭児童に対応し、ニーズの高い小
学校区に19 時までの放課後の居場所を整えます。

19時まで
放課後の
居場所の
ある小学

校区
232か所

ニーズの
高い小学
校区全て
（３０９
か所）

○１９時までの放課後の居場所が２３６学区（４学区増）となった。

・放課後キッズクラブ：７３か所（４か所増）
・はまっ子ふれあいスクール：２７７か所
　 　従来型　２４３か所
  　 充実型　２９か所
  　 特別支援学校　５か所（２か所増）
・放課後児童健全育成事業：１９６か所（７か所増）

4 ① 2 青少年地域活動拠点の整備・運営

地域で青少年の成長を支援するため、主に、中・高校生世代の
青少年を対象に、仲間や異世代との交流や社会体験・職業体
験、学習サポート等を行なう「青少年の地域活動拠点」を設置
します。

実施 推進

○平成２３年３月に新たに栄区に青少年の地域活動拠点を設置し、本格実施に向けて施設の整備を
行った。

○平成２１年度までに７か所設置された地域活動拠点の事業内容や運営方法、効果などを整理する
ため、「地域活動拠点検証委員会」において外部委員や運営団体からのヒアリングを行った。
・新規開設：栄区内１か所
・利用者数：全市４３，９２４人
・検証委員会開催数：４回

○多様な人と関わり、様々な文化・知識等に触れられる場・機会の提供に向けて、拠点ごとに、利
用者のニーズに応じた様々なプログラムを提供している。

4 ① 3 プレイパーク事業の推進

子どもの創造力を生かした自由で冒険的な遊び場ができるプレ
イパークが、より多くの子どもたちにとっての身近な居場所と
なるよう、活動団体を支援し、開催数の増加を図るとともに、
区局の連携を強化していきます。 実施 推進

○常時開設か所数は１か所増の１４か所となった。
・ミニプレイパーク実施か所数：１４か所
・参加人数：１０３，４１６人（１７，３２２人増）

施策分野２　子どもや青少年の自立に向けた支援

基本施策４　学齢期から青年期の子ども・青少年の育成施策の推進
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4 ① 4
青少年施設を活用した自然・科学・社会体験
活動の推進

青少年施設（青少年交流センター、野島青少年研修センター、
青少年育成センター、はまぎんこども宇宙科学館[ 横浜こども
科学館]）や野外活動センターで実施する自然・科学・社会体験
事業を通じて、多様な体験機会を拡充します。

実施 推進

○各施設の設置意義から、施設ごとに様々な体験活動の機会を提供した。

○体験活動イベント等の周知にあたっては、各団体ＨＰやチラシなどにより広く呼びかけを行っ
た。

○企業、NPOとの協働を図るなどの工夫により、さまざまな体験活動を推進できた。

【体験活動例】
・青少年交流センター：高校生の社会貢献実習、大学生の社会教育実習、中高生対象の販売体験な
ど
・野島青少年研修センター：クッキングキャンプ、就労体験プログラムなど
・はまぎんこども宇宙科学館：地域や企業、NPOと協働した天文教室、体験スタジオ、実験工作教
室、環境自然教室など
・野外活動センター：野外料理、自然観察・環境学習、創作活動など

4 ① 5 学校における体験的活動の充実

学校の特色を生かした校外学習や、体験的な学びを推進し、児
童生徒の人間性や社会性の育成に取り組みます。

実施 充実

○市内７小学校が推進事業モデル校として実施した。

○中・高学年を対象に、夏季休業中等に学校施設を利用して、人間関係を深めることや、地域と連
携して防犯・防災意識を高めることをねらいとした、集団宿泊体験、安全教育を実施した。

4 ① 5 学校における体験的活動の充実

学校の特色を生かした校外学習や、体験的な学びを推進し、児
童生徒の人間性や社会性の育成に取り組みます。

実施 充実

○『横浜の時間』保護者・市民向けパンフレットを作成した。

○年５回の『横浜の時間』リーダー養成講座を実施した。

○教育実践フォーラム取組への協力を行った。

4 ① 6 職場体験を中心とするキャリア教育の推進

中学校において職場体験を実施するなど、小中学校９年間を通
したキャリア教育を推進します。道徳、特別活動、総合的な学
習の時間など様々な学習の場面を通じて、学ぶこと、働くこと
の意義を考え、望ましい職業観や勤労観を育みます。

実施 推進

○キャリア教育推進校（小学校４校、中学校１８校）において実施した。

4 ② 1 思春期問題啓発事業の推進

思春期の青少年が抱える性の問題や飲酒・喫煙をはじめとした
薬物の乱用、不登校、ひきこもり等の課題への理解を深めるた
め、市民講座・シンポジウム等を開催するほか、地域における
講座等に講師を派遣し、普及啓発を行います。

実施 推進

○平成22年７月に設置された「横浜市こども・若者支援協議会」の思春期問題部会主催により、思
春期フォーラムを開催した。フォーラムには、横浜市内の青少年の地域活動拠点の運営者及び利用
者、各青少年施設の運営に携わる職員などが参加した。大人だけを対象とせず、青少年の地域活動
拠点の利用者である青少年にも参加の呼びかけを行った。
・思春期フォーラム「社会の中に子どもたちの居場所を創る」
　（参加人数：７５人）

○市内定時制高校教員を対象に「ひきこもりの理解と対応」をテーマとして、青少年相談センター
による出前講座を行った。高校のニーズに対応した内容で実施できた。（学校数：２校、参加人
数：１３５人）
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4 ② 2
市民・NPOと連携した有害環境対策事業の推
進

コンビニエンスストアや書店等において、有害図書類を適正に
区分して陳列するため、青少年指導員の協力により調査を行
い、必要に応じて職員による立入調査、啓発・指導を実施しま
す。
　また、インターネットや携帯電話等の有害サイトに対応する
取組や、青少年の深夜外出を防止するため、NPO や青少年指導
員と連携し、繁華街等のパトロールを実施します。

実施 推進

○市内の書店、古書店、コンビニエンスストアに対し、図書の区分陳列調査実施前(６月)に啓発チ
ラシを配布した。
　(１，５２５部）

○青少年指導員による市内の図書類販売店への有害図書類の区分陳列調査を実施した。区分陳列調
査を実施した店舗のうち条例を遵守できている店舗は全体の７３％であった。(７～８月)(１，０６
９店舗）

○図書の区分陳列調査の結果、不備のある店舗に対し、職員による立入調査を実施し、指導・啓発
を行った。
　(年間１０６店舗）

○NPO法人日本ガーディアンエンジェルスとの協働により横浜駅西口の夜間パトロールを実施した。
(９回）

4 ③ 1
横浜市青少年育成協会、青少年団体、NPO、
学校等の連携による体験活動プログラムの開
発

「公益財団法人よこはまユース」が中核となり、青少年団体、
ＮＰＯ、学校等の連携により、青少年が多様な人と関わり、
様々な文化・知識等に触れられる場・機会を提供する体験活動
プログラムを開発し、地域で体験活動を展開します。

実施 推進

○市内で青少年の健全育成を目的とした活動を行う団体や市内で活動するＮＰＯ団体、青少年の自
立支援を目的とした団体等に広く呼び掛けを行い「よこはまのこどもの活動体験フェスタ」を実施
した。

○自然環境や地域資源を活用した青少年の体験プログラムを開発して行くためのネットワークが広
がり、多くの青少年に日常では体験することが難しい様々な体験機会を提供することができた。

・「よこはまの青少年の体験活動フェスタ」
　（参加団体：２６団体、参加人数：約２，２００人）

4 ③ 2
ユースコーディネーター養成と青少年育成
者・団体の連携促進

「公益財団法人よこはまユース」が中核となり、さまざまな形
で青少年に関わる指導者・育成者（ユースコーディネーター）
を養成するとともに、青少年育成者や青少年団体の連携を促進
することで、青少年育成に関する情報・ノウハウを蓄積し、共
有化を図ります。

実施 推進

○青少年の成長を支援できる地域の人材を育成するため、青少年育成センター及び青少年交流セン
ターにおいてユースコーディネーターの養成（研修及び実践機会の提供）を行った。

○地域の施設運営を行っているスタッフや地域の指導者、育成者の他、大学生等の参加があり、地
域で青少年に向き合い支えていく人材養成を図ることができた。
・小学生の居場所とスタッフ研修（講座・見学・実習・ふりかえり）（延べ９１人）
・青少年育成者講座（子どもの救急手当実習３２人、こどもをのばす対話力３７人、こどものいじ
め予防１１人、ひきこもりの理解と対応４０人）

5 ① 1
青少年相談センター、よこはま若者サポート
ステーション、地域ユースプラザの機能及び
連携強化

困難を抱える若者に対して、一人ひとりの状況に応じて、きめ
細かく、切れ目ない相談支援を実現するため、青少年相談セン
ター※１、よこはま若者サポートステーション※２、地域ユー
スプラザ※３とによって構成される「ユーストライアングル」
を中心とした連携を強化します。また、連携の中核機関として
青少年相談センターの機能強化を検討するとともに、「こころ
の健康相談センター」やハローワークなど関係機関との連携を
進めます。
※１　青少年に関する総合相談及び社会参加に向けた継続支援
を行う。
※２　就労に困難を抱える若者とその保護者を対象に、職業的
自立に向けた総合相談や継続的支援を行う。
※３　※１、２の支所的機能を有し、地域において不登校やひ
きこもり状態などにある青少年を支援する。

実施 推進

○青少年相談センター、よこはま若者サポートステーション、地域ユースプラザとによって構成さ
れる「ユーストライアングル」の実務者連絡会・支援者学習会を定例的に開催し、事例検討や情報
交換、連携上の課題解決に向けた検討を行った。

【のべ利用者数】
・青少年相談センター　　　　　　　　１３，９９５人
・よこはま若者サポートステーション　１１，４６３人
・地域ユースプラザ　　　　　　　　　１７，６８６人
　　　　　　  合計　　　　　　　　　４３，１４４人

基本施策５　困難を抱える若者の自立支援の充実
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5 ① 2
よこはま型若者自立塾など社会参加・就労体
験プログラムの拡充

困難を抱える若者の社会・経済的な自立を支援するため、集団
生活による生活訓練、ボランティア活動や豊かな自然の中での
就労体験（ジョブキャンプ）を行なう「よこはま型若者自立
塾」など社会参加・就労体験プログラムを拡充します。

実施 拡充

○利用者のニーズや状況に応じて、様々な社会参加・就労体験プログラムを提供している。
○各機関等で社会参加・就労体験プログラムの提供を行った。
○利用者のニーズを把握し、より参加しやすいプログラムを拡充した。

【のべ利用者数】
・青少年相談センター　　　　　　　　　   ２５３人
  　※書店での販売体験等
・よこはま若者サポートステーション　 ２，３９３人
　　※IT企業での職場体験等
・地域ユースプラザ　　　　　　　　　 ４，８４６人
　　※福祉施設でのボランティア等
・よこはま型若者自立塾（拡充含む） 　３，６９６人
                合計　　　　　　　 １１，１８８人

5 ② 1
困難を抱える若者の新たな就労の場づくりの
検討

困難を抱える若者が就労訓練を経たあとに、切れ目なく就労に
繋がるための中間的就労の検討など、支援の構築を進めます。
　また、神奈川県や就労支援機関、横浜商工会議所、横浜市中
央職業訓練校、青少年自立支援機関などとともに、困難を抱え
た若者の就労支援について検討を進めます。

実施 推進

○横浜市子ども・若者支援協議会の就労促進部会において、中間的就労についての意見交換を行い
定義を整理した。

○若者に対し奨励金を交付することにより、より積極的に長期就労訓練に挑戦する若者が増えた。
（利用者数：２５人）

○新たな就労の場づくりの核となる関係機関と検討を進めた。

5 ② 2
市内事業者によるインターンシップなどの受
入促進

インターンシップや就労訓練の受け入れ先となる企業開拓に努
めるとともに、市内経済団体、就労機会のあるＮＰＯや団体な
どに理解を求める取組を推進します。
　また、若者サポートステーションやよこはま型若者自立塾で
実施するインターンシップなどの就労訓練プログラムの充実を
図ります。 実施 推進

○よこはま若者サポートステーション、よこはま型若者自立塾でインターンシップなど就労訓練プ
ログラムを実施した。
（利用者数：７７人）

○困難を抱える若者の適正を見極め、より就労につながる企業の開拓を行った。
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5 ③ 1
中・高校生世代を中心とした青少年の進路選
択とキャリア形成に関する早期支援の仕組み
の検討

職業意識の醸成や、キャリア形成を図るため、家庭環境や学習
面等に課題を抱える中・高校生世代を中心とした、早期の段階
から学習支援や就労支援、メンタル面でのサポートなどのモデ
ル事業を行い、学齢期・青年期からの早期支援の仕組みづくり
にむけて取り組みます。

－
（22年度
新規）

推進

○小・中学生
　不登校、ひきこもり、発達障害、家庭における問題など、さまざまな理由から対人や学習面など
において困難を抱えている青少年に対して寄り添い型の支援を行った。
・開設数：４か所（神奈川区・南区・泉区・瀬谷区）
・利用者数：８０４人

○高校生
　中退や卒業後も就労が困難な生徒を多く抱える高校を対象に、医療・福祉へのつなぎ、生活習慣
の改善や職業意識の醸成など、個々の状況に応じた進路選択支援を行った。
・学校数：２校
・利用者数：３４人

5 ③ 2
職場体験を中心とするキャリア教育の推進
＜基本施策４再掲＞

中学校において職場体験を実施するなど、小中学校９年間を通
したキャリア教育を推進します。道徳、特別活動、総合的な学
習の時間など様々な学習の場面を通じて、学ぶこと、働くこと
の意義を考え、望ましい職業観や勤労観を育みます。 実施 推進

○キャリア教育推進校（小学校４校、中学校１８校）において実施した。

5 ② 3 若者の雇用・就業支援

市内経済団体や関係機関等と協働しながら、若者の就労機会の
創出を促進します。
　具体的には、職業訓練から採用までの一貫したプログラムを
実施する「横浜型若者就労支援事業」をはじめ、無料職業紹介
事業や横浜市中央職業訓練校における職業訓練、さらにはハ
ローワークや横浜商工会議所などと連携した合同就職面接会の
開催等に取り組みます。

実施 推進

○横浜型若者就労支援事業
　横浜市工業会連合会と民間企業が連携し、職業訓練から採用までの一貫したプログラムを実施
し、ものづくり業界へ若手人材の就業支援を行った。（受講申込２１２人、受講者５０人、就職決
定者３１人）

○合同就職面接会
　ハローワークや横浜商工会議所などと連携した合同就職面接会・合同企業説明会を８回開催し
た。
　＜内訳＞　高校卒業予定者対象：４回、年齢制限無し：３回
　　　　　　大学等卒業予定者・既卒３年以内の若年者対象：１回
・8回の合計参加者数4,386人、合計参加企業数395社、就職決定者数208人

○ジョブマッチングよこはま
　横浜で働きたい人と市内企業のマッチングを行う本市独自の無料職業紹介事業では、求職相談の
ほか、若年者、大卒予定者を対象とした就職支援セミナーを実施した。また、市内大学に出向き、
大卒予定者の就職内定状況をヒヤリングするとともに、事業の紹介を行った。（新規求人企業数５
６社、新規求人人数２１６人、新規求職者数４５８人、就職決定者数２５５人内３０代以下の就職
決定者数１４０人）

○若年者の就労支援要請
　１１月に開催された九都県市首脳会議で、若年者の就労支援の取組について、地元経済団体等へ
協力を要請することを横浜市から提案し、九都県市として、各都県市の商工会議所及び商工会議所
連合会、日本経済団体連合会等への要請を行った。また、横浜市と神奈川労働局とで神奈川県経営
者協会及び神奈川県中小企業団体中央会等にも、若年者の雇用機会の拡大等の協力を要請した。
（２０団体、個別企業６０社）
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5 ④ 1 横浜市子ども・若者支援協議会の設置

複雑で多様な困難さを抱える子ども・若者を支援するため、教
育、保健・医療、福祉、雇用など分野の異なる関係機関、団
体、ＮＰＯ等が連携・協力する「横浜市子ども・若者支援協議
会」を設置します。これによって、子ども・若者支援のための
有効なネットワークの形成や幅広い知識を持った人材の育成な
ど、包括的な支援体制を整備します。

－
（22年度
新規）

推進

○分野の異なる支援機関、学識経験者等の委員により構成し、部会形式で重層的かつ多面的な検討
を進めるとともに、協議会委員相互の顔が見えるネットワークを形成した。

○横浜市子ども・若者支援協議会を7月26日に設置した。
・協議会　2回(※)
・代表者会議　１回
・第一部会～第四部会　各３回
・横浜・神奈川若者支援連絡会議会議　１回
・第一部会の公開版「思春期フォーラム」　１回
　■合計　　　　　　　　　  　　  17回
(※)第二回協議会は、震災のため平成23年4月29日に延期して実施

5 ④ 2
困難を抱える若者の社会・経済的な自立を総
合的に応援するウェブサイトの運営

就労など進路選択に困難を抱える若者の自立を総合的に応援す
るウェブサイトを構築・運営します。
　ウェブサイトでは、若者に対する行政や民間の支援情報を
日々更新すると共に、ネット上での若者相互の情報・意見交換
の場の設定、支援に積極的に取り組む企業・ＮＰＯ法人の紹
介、若者の仕事体験やインターンシップの実施状況の発信など
を行っていきます。

実施 推進

○ウェブサイト「ハマトリアム・カフェ」を運営し、若者の就労体験やインターンシップの実施状
況、横浜市子ども・若者支援協議会の開催状況等の発信を行った。若者の就労支援に関する情報
（施設・イベント・インターンシップ、協議会等）を提供し、若者の就労への関心を喚起してい
る。（アクセス数：年間５０，６４８件）

6 ① 1
乳幼児健診等を活用した家庭の状況把握
＜基本施策１再掲＞

支援が必要な家庭を早期に把握するため、母子健康手帳交付時
に面接を行います。また、出生連絡票の回収率を向上させ、新
生児のいる家庭の把握に努めます。
　さらに、相談や支援を充実させるため、乳幼児健康診査時の
問診項目の見直しを行い、産後うつや不適切養育の予防を図り
ます。

実施 推進

○母子健康手帳交付時に看護職が面接を行い、妊娠中の健康面も含めた相談に応じ、出産後の訪問
事業等(出生連絡票の提出含む)の周知を図った。出生連絡票の提出数は前年度よりも伸び、より早
期に把握できるようになった。

6 ① 2
支援を必要とする家庭への訪問や産前産後の
ヘルパー派遣の実施
＜基本施策１再掲＞

支援が必要な家庭を早期に把握するため、母子健康手帳交付時
の面接や出生連絡票の提出、こんにちは赤ちゃん訪問、区役所
での子ども・家庭支援相談、医療機関からの情報提供などあら
ゆる機会を活用し、専門職による家庭訪問、産前産後ケア事業
などの支援へつなげます。

実施 推進

○あらゆる機会を活用して、支援が必要な家庭を早期に把握し、保健師や助産師などによる家庭訪
問、産前産後ケア事業によるヘルパー派遣などの支援へつなげている。（派遣回数：１２８世帯延
べ１３１３回）

6 ① 3
児童虐待防止の啓発と地域の支援ネットワー
ク（要保護児童対策地域協議会）の充実

市民や地域関係者に向けた児童虐待防止の広報・啓発活動を進
めるとともに、「要保護児童対策地域協議会」を中心として、
地域の支援ネットワークの充実を図ります。
　区役所（福祉保健センター）と児童相談所を中心に、支援の
基本となる個別ケース検討会議の充実に向けて、地域関係者向
けの研修会を行います。また、要保護児童対策地域協議会の代
表者会議「横浜市子育てSOS連絡会」や各区の実務者会議「各区
虐待防止連絡会」との連携強化を進め、協議会全体の活性化を
図ります。

実施 充実

○要保護児童対策地域協議会の充実のため、個別ケース会議実施の定義を明確にし、守秘義務遵守
の徹底、実務者会議への報告義務化など等について各区に周知を図った（個別ケース検討会議実施
件数…284件）。地域の民生委員・児童委員向けの研修を児童相談所との共同により実施した。

○市民や地域関係者に向けた広報報啓発活動として、サッカーチームや商店街、コンビニエンスス
トア、美術作家など多様な主体と連携し、児童虐待防止キャンペーンを実施した。

施策分野３　様々な背景や課題を抱えた子どもや青少年とその家庭への支援

基本施策６　児童虐待防止対策と社会的養護体制の充実
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6 ① 4 児童相談所等の相談・支援体制の充実

夜間・休日における緊急の児童虐待通報や相談に迅速に対応す
る体制を強化するとともに、複雑化・深刻化する児童虐待等に
適切に対応できる専門性の高い職員の人材育成を図ります。
　また、虐待の早期発見や再発防止のために、区役所（福祉保
健センター）の対応の充実を図ります。さらに、子どもに対し
てよりケアの行き届く一時保護所のあり方や、障害児への虐待
防止に向けた支援のあり方を検討します。

実施 充実

○２２年１０月から虐待対応専門員を増員し、体制を強化した（１人体制→２人体制）。虐待対応
専門員を２人体制とすることで、専門員のペアでの現地調査や家庭訪問が可能になり、夜間・休日
の通報・相談に対する、より迅速な対応につながった。

○区と児童相談所において、「在宅支援進行管理会議」を実施し、児童虐待ケースの情報共有と支
援状況の確認を定期的に行った（年６３回　※各区２回～１２回）。在宅支援進行管理会議の実施
により、区と児童相談所がそれぞれに抱える児童虐待ケースの情報共有をタイムリーに行うことが
できた。

○北部児童相談所一時保護所の整備に向けて調整を進め、施設が完成するまでの間の暫定的対応と
して、北部児童相談所内に幼児向けスペースを整備し、児童の受け入れ体制を整えた（定員：幼児
６名）

6 ② 1 横浜型児童家庭支援センターの設置

養育に課題を抱える家庭ができるだけ地域で安定して生活でき
るよう、既存の「児童家庭支援センター※」の機能に加え、
ショートステイ等の預かりサービスのコーディネートを一体的
に行う「横浜型児童家庭支援センター」を児童養護施設等に併
設します。さらに、施設を退所した児童及びその家庭や、里親
家庭への支援も行うよう、機能を拡充します。
※児童福祉法に基づく施設。地域の児童に関する相談に応じる
など、児童・家庭の福祉の向上を図る。

０か所
（児童家
庭支援セ
ンターと
して１か

所）

９か所

○横浜型児童家庭支援センターが２か所稼動開始した。（相談受付件数：延べ３０２件)

・４月から、旭区にある児童家庭支援センター「おおいけ」に、横浜型児童家庭支援センターとし
て機能を付加し、稼動を開始しました。また、旭区、西部児童相談所、施設により、ケース会議を
ほぼ各月で実施した。
・１月に、２か所目となる「杜の郷児童家庭支援センター」が開所し、地域の家庭への支援を開始
した。

6 ② 2
ショートステイ・トワイライトステイなどの
預かり機能の充実

家庭において、保護者の疾病その他の理由によって、児童の養
育が一時的に困難となった場合に、児童福祉施設で一定期間養
育を行う、ショートステイ、トワイライトステイ及び休日預か
り事業(子育て短期支援事業)の実施施設を増やします。

実施 充実

○児童養護施設２か所、母子生活支援施設１か所で短期預かりを実施した。（利用者数：延２２６
人）

・児童相談所の依頼に基づき実施していた事業に加え、横浜型児童家庭支援センターにおいて支援
する子どもの預かりを行うモデル事業を２施設で開始した。
・母子生活支援施設においても、預かりを行うモデル事業を１施設で開始した。

6 ② 3 家族再統合事業の推進

児童相談所が中心となって、児童養護施設等の入所児童の状況
に応じたプログラムを策定し、家族再統合を推進するために、
親子関係に係わる治療・教育的プログラムなどの充実を図るほ
か、施設との連携により、家庭支援を担う人材の育成や、定期
的協議を行います。さらに、再統合後の家庭で適切な養育が行
われるよう、支援体制を充実するほか、区役所（福祉保健セン
ター）、保育所、学校など地域の関係機関との連携を強化しま
す。

実施 推進

○児童福祉施設の措置ケースを点検（８２６件）し、家族再統合可能な場合は、プログラムを策定
した。（１４３件）
・児童福祉施設との連絡会を実施（３回）
・関連機関との個別カンファレンスを実施し、ほとんどのケースにつて再統合プログラムの実施を
進め９１件の家族再統合を実施した。

6 ③ 1 児童養護施設の新規整備

児童虐待など様々な事情で家庭での生活が困難な児童が入所す
る児童養護施設を新たに整備します。整備にあたっては、整備
地域が偏らないよう配置バランスを考慮します。

446人 518人

○新規建設工事に着工した（１か所）
・新規整備の着工時期が予定より少し遅れたが、23年度で遅れを取り戻せる予定である。
・22年度末定員：９か所、定員４４６人
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6 ③ 2
老朽化施設の再整備と個室化・ユニット化の
推進

老朽化した児童養護施設などの改築を進めます。児童居室の個
室化や、家庭に準じた規模として6 人程度のグループごとに居
室、台所、浴室などを整備するユニット化を進め、居住環境の
改善を行います。 実施 推進

○改築工事をしゅん工した（１か所、定員７６人→９６人）
・予定通り改築工事がしゅん工して個室化・ユニット化され、定員も７６人から９６人に増加し
た。
・22年度末定員：９か所、定員４４６人

6 ③ 3 里親・ファミリーホーム制度等の拡充・支援

里親・ファミリーホーム制度※の理解促進に向けて、パンフ
レットの発行や制度説明会の実施など、広報活動を行います。

14.5% 16.5%

○平成21年度の国の制度改正により、養子縁組が成立した里親は委託率に含まないため、22年度の
委託率は11.8%(H22年度末)となった。

○10月に拡大制度説明会の開催し、30人の里親制度に興味を持つ市民の方が参加され、制度に対す
る理解を深めた。

○里親等委託率の向上には、児童の実親の里親制度に対する理解が不可欠である。実親向けに里親
制度の理解を深めるパンフレットの作成に着手した。

6 ④ 1 施設退所後の相談・支援の充実

施設に入所していた子どもが施設退所後も安心して生活できる
よう、十分な準備を行える支援体制を強化するほか、青少年・
若者の自立支援の地域機関と連携を図りながら、必要な相談が
できる居場所づくりの検討を進めます。
　また、強化型児童家庭支援センター( 仮称) において、施設
を退所した子どもに対する相談・支援はもちろん、その家族へ
の相談・援助やショートステイなど、継続したフォローアップ
を行います。

実施 充実

○各児童養護施設等の取組において、住居や生活全般に関する相談や、就労に関する相談に応じる
など、退所後の児童の支援を行っている。

7 ① 1 地域療育センターの拡充

港南区に市内８か所目となる「地域療育センター」を整備し、
障害児とその保護者が必要な療育を受けられる環境を整えま
す。

7か所 8か所

○地元自治会・町内会等関係者に対し、事業概要の説明を行った。

○法人募集説明会を実施し、応募のあった法人へのヒアリングも踏まえて、法人施設審査会に付議
し法人を選定した。（社会福祉法人横浜市リハビリテーション事業団を選定）

○横浜市リハビリテーション事業団が設計業者入札を行い、設計業者を決定。その後、基本設計を
実施した。

7 ① 2
重症心身障害児施設の整備・拡充及び機能強
化

新たな重症心身障害児施設を整備し、在宅介護を行う家族の負
担軽減を図り在宅生活を支援するための短期利用ベッドを充実
するなどの機能を強化します。

市内所管
重症心身
障害児施
設入所定
員数※
139人

※短期利
用ベッド
数含む

市内所管
重症心身
障害児施
設入所定

員数
300人

○整備のための基礎調査を実施し、調査報告書を取りまとめた。

基本施策７　障害児への支援
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7 ① 3 既存障害児施設の再整備及び機能強化

建替えによる再整備により、耐震上の問題を解消し、入所児童
の成長に合わせた適切な生活環境を整えるとともに、在宅支援
等の施設機能の強化を行います。

実施 拡充

○再整備の手法及び整備地について、検討を行った。

7 ② 1
障害の疑いのある段階からの対応（養育者の
相談ニーズに応じた早期支援）

発達上の心配があり支援が必要な子どもとその養育者に対し、
早期からの相談・支援を充実させるため、乳幼児健康診査時の
問診項目の見直しや健康診査に従事する職員のスキルアップを
進めます。また、養育者の相談ニーズに応じ、子どもの成長・
発達を確認し、心配がある場合の専門的な相談体制の充実を図
ります。

実施 充実

○母子健康手帳交付時に看護職が面接を行い、妊娠中の健康面も含めた相談に応じ、出産後の訪問
事業等(出生連絡票の提出含む)の周知を図った。出生連絡票の提出数は前年度よりも伸び、より早
期に把握できるようになった。

7 ② 2
障害児等の保育
＜基本施策３再掲＞

全園での障害児・特別支援児の受け入れをめざして、障害児の
保育に対し必要な経費を助成します。また、医療的ケアを必要
とする子どもの受け入れ促進に向けて、医療機関との連携強化
など、体制の整備を進めます。 実施 推進

○市立保育所全園での障害児受入体制を整備した。

○結果として障害児・特別支援児の入所者がいなかった園は８か所あり、受入れ率は約９２．２％
であった。（平成２２年４月１日現在）

7 ② 3
主に知的な遅れのない発達障害児に対する支
援の拡充

地域療育センターの新たなサービスメニューとして「児童デイ
サービス」を導入し、主に知的な遅れのない発達障害児に集団
療育の場を確保し、子どもとその保護者に対して必要な療育支
援を実施します。

－
（22年度
新規）

拡充

○４月に南部地域療育センター及び北部地域療育センターにおいて児童デイサービス事業所を開設
し、運営を開始した。

○それぞれの事業所では、週１回の通園クラス（定員６名）を１日に２クラス開設し、週４日開所
し、週１日は児童の在園している幼稚園・保育所への巡回訪問による支援を実施している。両セン
ターともそれぞれ４８名の児童に集団療育の場を提供することができた。

7 ③ 1 障害児居場所づくりの推進

より身近な場所で障害児の居場所を増やしていきます。また、
利用児童の社会性や対人関係能力の向上に向けて、担い手の専
門性を高める取組を行うとともに、知的障害児に加えて、肢体
不自由児や重症心身障害児等も利用しやすいよう、バリアフ
リーの拠点を増やします。さらに、学校や地域の相談支援機
関、社会資源との連携強化に取り組みます。 17か所 36か所

○未整備区４か所での新規拡充を目指し、都筑区（平成２２年１２月）及び栄区（平成２３年３
月）の２か所で開所することができた。（１９か所で実施）

○肢体不自由児や重症心身障害児の受入促進のために看護師加算を創設した。これにより、２か所
の居場所で看護師の配置が行われた。

○事業評価を行うために、全居場所を対象とした利用者満足度調査を実施した。

7 ③ 2 地域療育センターの学校支援の推進

地域における障害児療育の中核施設である地域療育センターの
有する経験と専門性を生かし、専門スタッフが小学校を訪問
し、技術的支援や教職員への研修を実施します。

実施 推進

○小学校２５７校に対して８４５回の支援を実施し、申し込みのあったすべての学校に対して支援
を実施した（１校あたり平均約３．３回）。

○全３４５校の小学校を対象にアンケート調査を実施した。

7 ③ 3 学齢障害児（学齢後期）への支援の推進

概ね中学校期以降の発達障害児を主な対象として、それぞれが
抱える思春期における課題の解決に向けて、診療・相談等を行
うとともに、通学する学校等の関係機関と連携して支援をしま
す。 実施 推進

○小児療育相談センター及び横浜市総合リハビリテーションセンターの２か所で実施した。
・小児療育相談センター　初診人数２０８人
・横浜市総合リハビリテーションセンター　初診人数９６人
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7 ③ 4
障害児の通学、校内生活、校外学習での支援
の推進

民間ボランティアである学校生活支援員やガイドボランティア
などによって、学齢期の障害児の通学時・校内生活・校外学習
等における支援を実施するための事業を充実していきます。

実施 推進

○平成２２年度末において、小・中学校では利用登録児童生徒２５６人に対して３９６人が支援員
登録を行い、通学及び校内支援、校外活動への支援を行った。特別支援学校では利用登録児童生徒
６６人に対して１３４人が支援員登録を行い、通学支援を行った。平成２２年度は平成２１年度に
比べ、利用登録児童生徒及び実利用者数ともに大幅に増加し、事業の推進が図られている。

7 ③ 5 特別支援学校における余暇活動の推進

特別支援学校に在籍する児童生徒や幼児の夏休み期間中におけ
る余暇活動の充実及び保護者の介護負担の軽減を図るため、
プールの開放や指導、部活動や文化活動等の余暇支援を行いま
す。また、地域と連携して、小中学校の個別支援学級、福祉施
設に在籍する児童生徒、幼児との交流を進めます。

実施 推進

○プール指導及び開放
・特別支援学校９校で計１０３回実施し、延べ１３２４人が参加した。

○部活動・文化活動指導
・部活動について、盲、ろう、日野中央高等、二つ橋高等特別支援学校の計４校で２２３回実施
し、延べ２９９６人が参加した。
・文化活動指導について、特別支援学校４校で計３０回実施し、延べ４６３人が参加した。

○その他
・各特別支援学校において、学習相談や作業学習、施設の貸し出しを計１２８回実施した。

各学校でそれぞれのニーズに応じた余暇活動の充実が図られている。

7 ③ 6 放課後児童育成施策における受け入れ支援

「放課後キッズクラブ」、「はまっ子ふれあいスクール」、
「放課後児童クラブ」の放課後３事業において、障害児の受け
入れにあたり、スタッフへの研修等を通じて、対応のスキル
アップを図ります。

実施 推進

○障害児参加等検討分科会を開催した。（４回）

○配慮を要する児童の参加についてのシンポジウムを開催した。（１回、１２７人）

○障害児受入に関する研修を実施した。（１１回、９８６人）

7 ④ 1
障害児者医療に理解のある医療機関情報の提
供と重心医療連携ネットワークの構築

どのような障害があっても家族とともに生活を継続することが
出来るように、さまざまな障害に対応し、受け入れを行う医療
機関の情報を在宅障害児者世帯に提供します。
また、重心医療連携ネットワークの構築や医療従事者研修等を
実施し、重症心身障害児者とその家族が安心して在宅生活を継
続することができるように支援の取組を進めていきます。

実施 推進

○重症心身障害児者等に対する診療実績のある医療機関及び地域生活支援にかかわる関係機関相互
の情報共有や連携強化を目的として、「在宅療養児の地域生活を支えるネットワーク連絡会」を年
２回開催した。（９月１１２名参加・２月１６８名参加）
　在宅重症心身障害児者を地域で支える医療、福祉、教育関係者が、それぞれの現場で抱える課題
を共有化した。

○重症心身障害児者等の看護に関わる看護師を対象として、「小児・重症心身障害児者看護研修
会」を実施した。（健康福祉局との共同企画により神奈川県看護協会に委託。１０月～２月に座学
９日間・実習２日間の１１日間のプログラムで実施。受講修了者９５名。）
毎年継続して受講者を送り出す訪問看護ステーションや福祉施設等が増え、障害児者医療・看護及
び福祉制度を総括的に学べる機会として浸透してきている。

7 ④ 2
特別なニーズがある障害児を対象とした緊急
一時対応の推進

医療が必要な重症心身障害児者や強度行動障害児等が障害状況
の変化などにより、家族との在宅生活が困難になった際の緊急
対応やレスパイト対応として、指定された医療機関で一時的な
入院を受け入れることができるよう、取り組んでいきます。 実施 推進

○医療的ケアを要する重症心身障害児者のレスパイトベッドを確保するための「レスパイトシステ
ム検討委員会」の平成２３年度設置に向け、こども青少年局及び健康福祉局の関係部署による検
討・調整を実施した。
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7 ④ 3 関係機関や市民への障害理解啓発活動の推進

市内の障害福祉関係団体と機関で組織する「セーフティネット
プロジェクト横浜」（Ｓプロ）を主体として、絵記号を使った
「コミュニケーションボード」の普及・啓発活動を引き続き行
います。また、Ｓプロや市民活動と協働しながら、災害時にお
ける要援護者対策や医療機関従事者への障害に対する理解促進
などを進めます。
　さらに教育機関や公共交通機関、学校などに対して、発達障
害についての研修を実施します。

実施 推進

○セーフティネットプロジェクト横浜が主体となり、自閉症や知的障害のある方のコミュニケー
ションに関する研修を、障害のある子どもたちに関わる教員等を対象として、平成２２年７月と９
月に２回実施した（１４６名参加）。コミュニケーションボードの使い方について理解を深めると
ともに、災害用のコミュニケーションボードを利用して、避難場所における知的障害や自閉症のあ
る人への支援方法をデモンストレーションによって行った。

○災害用コミュニケーションボードの説明を通じて障害理解を進める「出前講座」の活動を各地域
等で実施し始めている。

7 ④ 4
福祉・教育・医療・労働が連携した就労支援
体制の強化

障害者就労支援センターを中心に、福祉・教育・医療・労働の
関係機関による就労支援ネットワークの連携を強化します。特
に、障害者の就労に向けた教育・訓練については、就労支援セ
ンターと各事業所、特別支援学校などによる実習・訓練との連
携を拡充し、より効果的な取組を行います。

実施 推進

○市内に８か所ある障害者就労支援センターのうち、６センターで福祉・教育・医療・労働等の関
係機関から構成される地域就労支援ネットワーク連絡会議を開催した。
　また、就労支援センターと特別支援学校や養護学校との連携強化をテーマとし、教育関連機関を
出席者の中心とした会議を開催した。

○職場実習や訓練制度の活用が進むよう、就労啓発シンポジウム等で周知に取組んだ。

8 ① 1 日常生活の支援の推進

ひとり親家庭や寡婦が、病気や就職活動などにより、一時的に
家事・育児等が困難な場合に、「家庭生活支援員」（ヘルパー
等）を派遣して、日常生活のお手伝いをし、ひとり親家庭等の
日常生活支援事業を行います。 実施 推進

○２１年度３事業者だった契約事業者を７事業者へ拡大し、事業を実施した。

8 ① 2 ひとり親家庭等医療費助成

ひとり親家庭等の父または母もしくは養育者と、その者に養育
されている児童について、生活の安定と自立を支援し、福祉の
推進を図ることを目的とし、自己負担額に相当する額を助成し
ます。 実施 推進

○医療費助成の対象となる市民に医療費助成を実施した。（対象者数：４３，５２１人）

8 ① 3 母子生活支援施設退所者向けの支援の充実

母子生活支援施設にフォロー支援職員を配置し、主に退所後1
年未満の退所者を対象に訪問や電話で、生活や子育てなどの相
談を受けるほか、自助グループ等の育成や支援者の育成を行い
ます。 実施 推進

○新規２施設が４月からフォロー支援職員を配置し、継続して実施している4施設と併せて６施設
で、退所者向けの支援を行った。

8 ① 4
ショートステイ・トワイライトステイなどの
預かり機能の充実＜基本施策６再掲＞

保護者の疾病その他の理由によって、家庭における児童の養育
が一時的に困難となった場合に、児童福祉施設で一定期間養育
を行う、ショートステイ、トワイライトステイ及び休日預かり
事業(子育て短期支援事業) を実施します。

実施 推進

○児童養護施設２か所、母子生活支援施設１か所で短期預かりを実施した。（利用者数：述べ２２
６人）

・児童相談所の依頼に基づき実施していた事業に加え、横浜型児童家庭支援センターにおいて支援
する子どもの預かりを行うモデル事業を２施設で開始した。
・母子生活支援施設においても、預かりを行うモデル事業を１施設で開始した。

基本施策８　ひとり親家庭の自立支援／配偶者からの暴力（DV）への対応
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8 ① 5 ＤＶ被害者の緊急一時保護

相談や支援を行なう母子生活支援施設の緊急一時保護や、民間
の女性緊急一時保護施設の運営費を助成し、緊急を要するDV 被
害者の受け入れ態勢を確保します。

実施 推進

○母子生活支援施設４か所と、民間の女性緊急一時保護施設３か所で、緊急一時保護を要するＤＶ
被害者の受け入れを行った。

8 ① 6 若年女性無業者の就労支援

さまざまな生活上の困難から就労できない若年女性無業者が、
パソコン操作など仕事の基本的なスキルを学ぶとともに、心身
の調子や働くための環境を整えるための事業を実施します。ま
た、講座及び事業の参加者を講座修了後も継続的に支援し、一
人ひとりの適性に合った社会参加・就労など自立までをサポー
トします。

実施 推進

○ターゲット層のニーズに合わせた内容の講座を実施し、受講者満足度１００％を達成しており、
若年女性無業者のエンパワメントにつながっている。
・若年女性無業者を対象にした「ガールズ編 パソコン＋しごと準備講座」を２コース実施した。
（１）第3期　5/28～6/28（平日16日間）受講者数：22人
（２）第4期　10/27～11/15（平日11日間）受講者数：20人
・働きづらさや生きづらさに悩む若年女性向けの「ガールズ応援サイト」にて、情報発信を行っ
た。
・NPOや企業からの助成金を得て、同講座修了者対象の就労体験プログラムの場として、男女共同参
画センター横浜南に「めぐカフェ」を立ち上げ、カフェ準備のためのスタッフ研修を実施した。め
ぐカフェでは講座修了者１０名が１２月より有給で就労体験中。
・生活困難を抱える若年女性の自立支援プログラムに関する調査研究を実施した。

8 ② 1
母子家庭等就業・自立支援センターによる就
労相談、就職情報の提供・職業紹介の実施

母子就労支援員が一人ひとりに合わせた就労支援計画を作成、
区役所の相談窓口などで面接相談・書類作成の支援をしたり、
電話相談を行うなどきめ細かに求職活動を支援します。就職後
も定着支援や、より経済力を向上させるような職に転職するた
めの支援等を行います。
　また、行政機関及び民間等からの求人情報を提供し、希望者
へはあっせんも行います。

実施 推進

○母子家庭等就業・自立支援センターによる就労相談を実施した。（就労支援者数延１，８５１
人、就労者数１４６人））

○男女共同参画センター３館で就労相談を開始した。（４月）
○児童扶養手当現況届集中受付期間に、就労支援員のＰＲブースを出店（８月）

○児童扶養手当受給者へ就労支援事業の案内チラシを送付した（１０月）

○庁内において就業・自立支援センターへの市嘱託員の求人申込みを依頼した（１月）

○横浜商工会議所のＨＰやメルマガを活用し、求人企業の募集を実施した（１月～２月）

8 ② 2 父子家庭への就労相談、職業紹介の実施

父子家庭を対象に、母子家庭等就業・自立支援センターへの来
所や電話による就労相談を実施します。また、行政機関及び民
間等からの求人情報を提供し、希望者へはあっせんも行いま
す。 実施 推進

○ホームページやチラシに案内を掲載し、周知を行った。

8 ② 3
教育訓練給付金等の支給による就労支援の推
進

母子家庭の母を対象として、適職に就くために必要な技術や資
格を取得するため、受講開始前に申請した後、指定された教育
訓練講座を受講した方に、費用の一部を支給します。また、看
護師など、経済的自立に効果的な資格の修業期間のうち、一定
の期間に生活費を補助します。
また、入学支援修了一時金を支給します。 実施 推進

○申請者に対し、教育訓練給付金等の支給を行った。
・教育訓練給付金支給者　５９人
・高等技能訓練促進費支給者　８５人
・入学支援修了一時金支給者１３人
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8 ② 4 職業訓練の推進

母子家庭の母、生活保護受給者を対象とした職業訓練や、離職
者を対象とした職業訓練を実施し、訓練修了後は就職に向けた
支援を行います。

実施 推進

○母子家庭の母、生活保護受給者を対象とした４科目の職業訓練を１２回（基礎訓練科４回、ＯＡ
経理科３回、介護事務ＯＡ科３回、ＣＡＤ製図科２回）、１７３人に対して実施した。
　また、離職者を対象とした３科目の職業訓練を６回（ＩＴビジネス科２回､IT・Webﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ科
２回、介護総合科２回）、１５０人に対して実施した。
　各科目の訓練修了後は、就職に向けた支援を行った。

○求職者等を対象としたパソコン講座を、３３回、４５６人に対して実施した。

8 ② 5 地域・企業への理解促進

地域や企業などに対し、母子家庭等の生活状況等に対する理解
を求めていきます。

実施 推進

○母子家庭等就業・自立支援センター事業の求人開拓の中で、地域や企業などに対し、母子家庭等
の生活状況等に対する理解を求めるため説明等を実施した。（求人申込企業数延：８２社）

8 ③ 1 相談機能・情報提供の充実

ひとり親家庭等の生活全般について、母子家庭等就業・自立支
援センターにおける夜間の電話による日常生活相談の実施や情
報の提供を行います。また、ＤＶ被害者の方や離婚調停中の方
等の離婚前の悩みについて、区役所や夜間日常生活電話相談、
法律相談、就労相談等を行います。 実施 推進

○母子家庭等就業・自立支援センターにおいて夜間電話相談、法律相談や就労相談を実施した。
（夜間電話相談利用者：延３２６人、法律相談利用者：１３０人）

8 ③ 2 子ども自身への支援

ひとり親家庭の子どもが気軽に相談できるよう、知識や経験の
ある相談員による支援を推進するとともに、子ども自身から相
談を受けている団体や関係機関に対し、ひとり親家庭について
の情報提供を行うことにより、ひとり親家庭への理解を深めま
す。

実施 推進

○母子家庭等就業・自立支援センターの夜間電話相談の中で、子ども自身からの相談を受け付ける
旨を記載し、チラシを配布した。

8 ③ 3
シェルター等におけるＤＶ被害者への住居・
就労等に関する相談･支援の実施

シェルター（民間の女性緊急一時保護施設）において、ＤＶ被
害者などが地域での生活に向けて、住まい探しや就労等の問題
解決に安心して臨めるよう専門的に支援します。
　また、民間支援団体と協働で、様々な生活問題を抱える外国
籍女性と子どもへの電話や面接による相談・支援を行ないま
す。

実施 推進

○３か所のシェルターで、ＤＶ被害者が地域で自立した生活ができるよう専門的に支援した。ま
た、民間の支援団体と共同で外国籍女性や子どもに対する様々な相談や支援をした。

8 ③ 4 DV 被害者の心身回復支援

男女共同参画センターにて、ＤＶ被害者の自己信頼感を高める
ための講座、関連する法律について情報提供する講座、就労支
援講座、母子のためのプログラムを開催します。さらに、ＤＶ
被害者同士がお互いに支えあう自助グループを支援し、ＤＶの
被害を受けた人の回復と自立をサポートします。

実施 推進

○心とからだと生き方の電話相談センターから男女共同参画センターにおける各館の事業を適切に
つなぎ、被害者の心身の回復が図られている。
・ＤＶ被害女性のためのサポートグループ（グループ相談会：年３２人参加）
・ＤＶを体験した母子のためのケア・プログラム（母子並行プログラム：延べ６９人参加）
・ＤＶ・トラウマからの自己信頼回復講座（支援者含む）（年２６８人参加）
・ＤＶ・トラウマからの自己信頼回復講座サポートグループ（当事者）（年６３人参加）
・ＤＶ被害者向けの自助グループ活動支援（年１０８人参加）
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8 ③ 5 女性に対する暴力防止の啓発

広く市民を対象に、デートDV（交際相手からの暴力）を含む女
性に対する暴力の問題について理解を深めるとともに、相談機
関等の周知を図ることを目的に、「女性に対する暴力防止キャ
ンペーン」を実施します。

実施 推進

○暴力防止キャンペーン
・女性に対する暴力防止講演会を実施。（男女共同参画センター横浜との共催にて６月に開催）
・ポスター、パープルリボン、啓蒙リーフレットを作成し広く配布した。
・各区におけるパネル展の実施や市ホームページ（男女共同参画推進課サイト）による周知を行っ
た。
・店舗へのポスター配布、民生委員へのリボン・パンフレット配布などにより、暴力防止について
より一層の周知ができた

○デートＤＶ
・中学、高校を対象にデートＤＶ防止講座の案内を行い、１５校で実施した。講座実施により、若
年層におけるデートＤＶの理解促進につながった。

9 ① 1 だれにもやさしい福祉のまちづくりの推進

子ども連れで外出しやすい環境づくり等のために、支えあい
（ソフト）と環境（ハード）の整備により、安心・安全に行動
できる人にやさしい福祉のまちづくりを推進します。
　ソフト整備の面では、福祉のまちづくり推進会議の開催や市
民･事業者に向けた啓発の取組を行います。また、ハード整備の
面では、福祉のまちづくり条例対象施設（建築物等）の新築、
改修時の事前協議等によるバリアフリー化の推進や鉄道駅舎へ
のエレベーター等設置補助を実施します。 実施 推進

○福祉のまちづくり条例推進事業
・福祉のまちづくり推進会議の開催（本会議２回、小委員会４回）
・「横浜市福祉のまちづくり推進指針」を改定した。
・市民、事業者に向けた福祉のまちづくりに関する啓発（広報印刷物作成、研修実施）を行った。
・福祉のまちづくり条例に基づく事前協議等によるバリアフリー化を推進した。

○鉄道駅舎エレベーター等設置事業
・市内３駅においてエレベーター設置工事に対する補助等を実施した。

○高齢者、障害者等に配慮した路線バス整備事業
・事業一時休止

推進

○ヨコハマ・りぶいん事業
・ヨコハマ・りぶいんの供給をすすめた。子育て世帯を中心に、年間約８００世帯の入居がある。

○公営住宅供給事業
・市営住宅の入居者募集に際して、多子世帯・子育て世帯の当選率を一般組の3倍とする優遇制度を
引き続き実施。
・一部の市営住宅においては、子育て向け住宅として子育て世帯の当選率を一般組の10倍とする優
遇を実施し、22年度10月募集では子育て世帯向け優遇のある住宅として１３９戸を確保した。
・市営住宅の入居者募集の際の世帯の収入基準（世帯の月収額）について、子育て世帯に対しての
緩和（一般世帯に比べて）を実施。

○横浜市民間住宅あんしん入居事業
・不動産店へ協力不動産店の登録を促すことにより、協力不動産店の店舗数が昨年の同時期から２
２件増加し、市民が利用しやすくなった。その他　地域ケアプラザ等への講習会等を実施した。
　・相談件数：６２２件
　・成約件数：１３９件
　・協力不動産店数：６４４件

9 ① 2
ヨコハマ・りぶいん事業、公営住宅供給事
業、横浜市民間住宅あんしん入居事業

子育て世帯が安心して暮らせる住宅の供給、入居の支援等を推
進します。
ヨコハマ・りぶいん事業では、子育て世帯が入居する際には、
所得要件の緩和を行っています。公営住宅供給事業では、市営
住宅の入居者募集において、多子世帯、子育て世帯、母子・父
子世帯への当選率の優遇等を実施します。横浜市民間住宅あん
しん入居事業では、連帯保証人がいないことを理由に入居を断
られてしまう方に入居支援・居住支援を行うことで、民間賃貸
住宅への入居をしやすくします。

実施

施策分野４　子どもを大切にするまちづくりの推進

基本施策９　安心・安全のまちづくり
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9 ① 3 地域子育て応援マンションの認定

子育てに適した住環境整備を促進し、子育て世帯が安心して子
育てできる住まい・まちづくりを推進するため、バリアフリー
や遮音性に配慮する等、施設・構造面で子育てにやさしく、保
育所等の地域向け子育て支援施設を併設したマンションを「横
浜市地域子育て応援マンション」に認定します。また、認定し
たマンションについては、市ホームページで紹介します。 実施 推進

○新規認定に関して制度の説明等、事前相談を実施した。その他：制度に関する問合せ、事前相談
の受付、制度に関する見直しの検討（子育てに寄与する施設の拡充、金利の優遇措置等）、計画認
定物件の現場検査を行った。
・新規認定：０件
・申請相談中：１件
・申請見込：１件

9 ① 4 子育て家庭応援事業「ハマハグ」の推進

地域社会全体で子育て家庭を応援する具体的な仕組みづくりを
進めるため、市内の店舗・施設に、子育て家庭を応援するさま
ざまなサービス（子ども連れの方への心配り、安心・便利な設
備・備品の提供、お得な割引・優待など）を提供してもらい、
妊娠中や子育て中の方が安心して楽しく外出できる環境づくり
を進めます。

実施 推進

○市内のより多くの施設･店舗の参画を目指し、ハマハグ協賛店舗・施設の新規募集を行い、協賛店
舗・施設数は市内で３，２８３店舗・施設になった。

○利用者に新鮮で正確な情報を伝えるため、既存協賛店舗・施設に対して、協賛登録内容の変更の
有無等を確認し、ホームページに掲載している店舗の情報を更新した。

9 ② 1 地域防犯拠点設置支援事業の推進

地域で発生する犯罪に対応して、防犯力の強化を図るため、商
店街の空店舗等を活用して、地域における防犯拠点を設置し、
地域住民による日常的な防犯活動について積極的に支援し情
報・交流の拠点を整備します。設置場所の選定にあたっては、
区役所が中心となり地域住民と調整して進めます。 実施 推進

○地域の防犯活動上必要な箇所について、防犯拠点の増設促進に努めた結果、平成２２年度中に５
８か所、合計２２５か所を整備した。

9 ② 2 学校の安全対策事業の推進

保護者や地域住民から構成される学校安全ボランティア団体
「よこはま学援隊」が、来校者の受付対応、通学路など地域に
おける児童生徒の登下校時の安全見守り活動などを行います。

実施 推進

○小学校全校（３４５校)、中学校１２校で、よこはま学援隊が児童生徒の安全見守り活動等を活動
を行なった。

9 ② 3 交通安全教育の推進

幼稚園・保育所等を訪問し、園児に交通安全の実技指導を行う
「幼児交通安全教育訪問指導」を実施します。また、小学校の
児童を対象に、正しい道路の歩き方や自転車の乗り方教室、ダ
ミー人形による巻き込み・衝突事故を行う参加・体験型の「は
まっ子交通あんぜん教室」を実施します。

実施 推進

○幼児、児童など各世代別の交通安全教育を通じ、子どもの頃から交通ルールやマナーを身につけ
るための交通安全意識の醸成が図られた。

・幼稚園・保育所等を訪問し、園児に交通安全の実技指導を行う「幼児交通安全教育訪問指導」を
実施した。（１６３園）

・小学校の児童を対象に、正しい道路の歩き方や自転車の乗り方教室、ダミー人形による巻き込
み・衝突事故を行う参加・体験型の「はまっ子交通あんぜん教室」を実施した。（１７９校）

9 ② 4
交通安全施設等整備（あんしんカラーベルト
等）の推進

主に市内小学校の通学路等を対象に、小学生など歩行者の安全
確保を図るため、警察署・地元町内会・学校等と調整のうえ、
車両の速度抑制等を目的とした路側帯のカラー舗装化や、運転
者からの見通しを良くするため、隅切り（交差点の角を切り取
ること）設置等を実施します。また、ベビーカーや車椅子での
安全で安心な移動を確保するため、歩道の段差の改善等による
歩行空間のバリアフリー化を進めるなど、道路における交通安
全施設等の整備を推進します。

実施 推進

○あんしんカラーベルト事業は、約３６ｋｍを実施した。

○交通安全施設等整備事業（バリアフリー歩行空間の整備事業）は、約３ｋｍの整備を実施した。
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9 ② 5 子どもの不慮の事故予防の推進

事故の予防法や事故が起きたときの対処法をまとめたリーフ
レットの発行、ホームページによる子どもの事故に関する情報
の発信、イベント等と連携した啓発の実施など、保護者や周囲
の大人に向けた啓発を推進します。

実施 推進

○子どもの事故予防に対する意識を高めるため、事故の予防法などを掲載したリーフレット作成
（６万部増刷）やポータルサイトによる啓発を実施するとともに、栄区の地域セーフコミュニティ
活動と連携した子ども安全マップの取り組みを進めた。
○栄区・道路局と協働し、小中学生向けの事故予防啓発ホルダを１３，０００部作成し、配布し
た。

9 ② 6 災害時における妊婦・子ども等への対応

災害時における妊産婦、乳幼児、障害児者等要援護者につい
て、本市防災計画に基づき、避難場所の割振りや専用スペース
の確保など、それぞれの状況に配慮した避難所への受け入れを
着実に推進していきます。また、生活環境の変化により避難所
での生活に困難をきたすことなく、自立した避難生活が送るこ
とができるよう、区、関係機関・団体等と連携して、それぞれ
のニーズを考慮した支援について検討を行うとともに地域防災
拠点運営委員会との協働を推進します。

実施 推進

○「こんにちは赤ちゃん訪問」のパンフレットにて、地域の避難場所を確認したり災害に備えるこ
とを啓発した。

○横浜市防災計画「震災対策編」のほか地域防災拠点訓練マニュアルにおいても、地域防災拠点に
在宅要援護者用のスペースの確保を求めており、同マニュアルに基づいて訓練が行われている。

○実際の震災において、避難場所に指定されてはいないが、保育所等において乳幼児・児童などの
要援護者に対し保育を継続するなど、保護者の不安解消の役割を果たした。

9 ② 7
市民・NPOと連携した有害環境対策事業の推
進
＜基本施策４再掲＞

コンビニエンスストアや書店等において、有害図書類を適正に
区分して陳列するため、青少年指導員の協力により調査を行
い、必要に応じて職員による立入調査、啓発・指導を実施しま
す。
　また、インターネットや携帯電話等の有害サイトに対応する
取組や、青少年の深夜外出を防止するため、NPO や青少年指導
員と連携し、繁華街等のパトロールを実施します。

実施 推進

○市内の書店、古書店、コンビニエンスストアに対し、区分陳列調査実施前(６月)に啓発チラシを
配布した。
　(１，５２５部）

○青少年指導員による市内の図書類販売店への有害図書類の区分陳列調査を実施した。区分陳列調
査を実施した店舗のうち条例を遵守できている店舗は全体の７３％であった。(７～８月)(１，０６
９店舗）

○区分陳列調査の結果、不備のある店舗に対し、区局職員による立入調査を実施し、指導・啓発を
行った。
　(年間１０６店舗）

○NPO法人日本ガーディアンエンジェルスとの協働により横浜駅西口の夜間パトロールを実施した。
(９回）

10 ① 1 企業向け普及・啓発の推進

働きやすい職場づくりに向けて企業の取組を促進するため、企
業経営者・人事労務担当者に向けて、ワーク･ライフ・バランス
の考え方や、経営上のメリット・必要性、具体的な取組方法等
についてわかりやすく情報提供するセミナーの開催やリーフ
レットの発行を行います。
　また、子育て支援NPOとの連携により、企業の従業員研修や地
域貢献活動をきっかけとした意識改革を支援するため、NPOの活
動状況やノウハウを企業向けに情報発信していきます。

推進 推進

○企業に向けたワーク･ライフ･バランスの啓発事業として、セミナーを開催するとともに、取組事
例集を配布した。
　また、子ども・若者支援や子育て支援に関わるNPOと企業の活動を結びつけるきっかけづくりとす
るため、NPOの活動内容を紹介する動画を作成し、ホームページ等を通じた周知を行った。

【セミナー】（よこはまｸﾞｯﾄﾞﾊﾞﾗﾝｽ賞認定･表彰式と同時開催）
　・横浜市ワーク･ライフ･バランス推進セミナー
　・平成２２年１２月１６日
【NPO活動紹介動画】
　・企業の地域貢献活動にむけて
　　～子ども・若者支援、子育て支援ＮＰＯをパートナーに
【市内事業所・企業団体の企業研修等への講師派遣】
　・６件

基本施策１０　ワーク・ライフ・バランスの推進と子ども・青少年を大切にする機運の醸成
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10 ① 2
事業所内保育施設の設置推進 ＜基本施策３
再掲＞

事業所内の保育施設を新たに設置する事業者に対し、設置費と
運営費を助成し、設置を促進します。

事業所内
保育施設
入所者数
728人

(H22.4.1
現在)

事業所内
保育施設
入所者数
850人

(H27.4.1
現在)

○補助対象事業所の拡大や地域の児童の受け入れなどの要件を工夫して見直しを行ない、助成対象
となる事業所内保育施設を２か所（定員１８名）選定した。
※事業所内保育施設７８か所（平成２３年３月３１日現在）

10 ① 3
企業の認定・表彰制度「よこはまグッドバラ
ンス賞」

女性の能力を活用し、男女がともに働きやすい職場環境づくり
を支援するため、積極的に取組を進める市内事業所を「よこは
まグッドバランス賞」として認定・表彰します。また、認定・
表彰事業所の取組について広く紹介しPR を行い、他の市内事業
所に対し普及・啓発を図っていきます。

推進 推進

○認定事業所を着実に増やすことで、また22年度については認定・表彰式をセミナーと同日に開催
することで、認定事業所のPR、市内事業所の女性の積極的な登用やＷＬＢの普及・啓発を進めるこ
とができた。

・応募　３２事業所
・認定　２３事業所（うち２事業所 表彰）
・こども青少年局と連携し、認定・表彰式は、ワーク・ライフ・バランス（以下WLB）セミナーと同
日に開催した。
・市内事業所での女性の能力の活用・WLBの推進を進めるために、認定・表彰事業所の取組を掲載し
た取組事例集を３，０００部作成し、上記セミナーや市内事業所へ配付した。

10 ① 4 企業経営相談を通じた両立支援のサポート

企業における仕事と子育てを両立する職場環境の整備を促進す
るため、中小・中堅企業等の様々な取組に関する相談に応じる
とともに、専門家を派遣します。また、取組を本市の「横浜型
地域貢献企業」認定制度の中で評価することにより、企業のＣ
ＳＲ（社会的責任）活動を推進します。 推進 推進

○横浜市中小企業支援センターである財団法人横浜企業経営支援財団では、企業の各発展ステージ
に応じたワンストップ相談窓口や各種専門家の派遣等総合的支援を実施しており、その中で、企業
における仕事と子育ての両立に関する相談等にも応じた。また、取組を本市の「横浜型地域貢献企
業」認定制度の中で評価することにより、企業のＣＳＲ（社会的責任）活動を推進した。

10 ② 1 市民向け普及・啓発の推進

ワーク･ライフ・バランスの推進には、働き方の見直しや父親の
子育てへのより深い関わりなど、市民一人ひとりが意識を変え
ていくことが重要であることから、関連団体と幅広く連携して
関連テーマのセミナーやイベントを開催するとともに、市民向
けリーフレットを発行します。

推進 推進

○父親の家事・育児の推進に係る事業の周知に合わせてイベントを実施すると共に、ワーク･ライ
フ･バランスを啓発するためのパンフレットを配布した。

【イベント】
　・横浜パパ＆ファミリーフェスタwithトツキトウカYOKOHAMA
　・平成２２年７月１１日　　・５，０００名参加
【パンフレット】
　・５，０００部発行

10 ② 2 父親の家事・育児の推進

楽しく積極的に子育てに関わる父親を増やし、父親の子育てに
対する理解促進と取組の拡大を図るため、地域子育て支援拠点
やNPO 等と連携して、乳幼児の父親（父親になる予定の男性を
含む）に向けて、コミュニケーションや知識・技術を学べる多
様な講座を地域で展開します。
　また、父親のネットワーク（パパ友）づくりの場・機会を提
供し、父親向けプログラムの充実や地域的広がり、父親自身に
よる子育て支援活動なども支援していきます。 推進 推進

○父親の家事・育児の推進を支援するため、「パパスクール事業」を新たに立ち上げ、実施した。
子育てにもっと関わりたいという男性や社会のニーズに応じて、講座やウェブサイトの内容を充実
させることができた。

【横浜イクメンスクール】
・平成２２年７月～、平成２３年1月～の２期(各５回)開催（計４３名受講）
【ウェブサイト「ヨコハマダディ」】
・平成２２年８月本稼働
【地域におけるパパ講座事業への支援】
　地域子育て支援拠点等運営法人との連携による、パパ向け講座の実施（８団体）
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10 ③ 1
子育て家庭応援事業「ハマハグ」の推進
＜基本施策９再掲＞

地域社会全体で子育て家庭を応援する具体的な仕組みづくりを
進めるため、市内の店舗・施設に、子育て家庭を応援するさま
ざまなサービス（子ども連れの方への心配り、安心・便利な設
備・備品の提供、お得な割引・優待など）を提供してもらい、
妊娠中や子育て中の方が安心して楽しく外出できる環境づくり
を進めます。

実施 推進

○市内のより多くの施設･店舗の参画を目指し、ハマハグ協賛店舗・施設の新規募集を行い、協賛店
舗・施設数は市内で３，２８３店舗・施設になった。

○利用者に新鮮で正確な情報を伝えるため、既存協賛店舗・施設に対して、協賛登録内容の変更の
有無等を確認し、ホームページに掲載している店舗の情報を更新した。

10 ③ 2
「トツキトウカYOKOHAMA」プロジェクトの推
進

子どもを産み育てる喜びを広く共有し、社会全体で子どもの誕
生や成長を温かく見守る機運の醸成につなげるため、企業や関
係団体と連携して、両親が赤ちゃんに贈ったメッセージを集め
た詩集「トツキトウカ YOKOHAMA」を発行します。
　取組の広がりに向けて、母子健康手帳交付時や子育て施設な
どで詩集を広く配布するとともに、子育て支援活動や学校との
連携、家族で参加できるイベントの開催なども行います。

推進 推進

○トツキトウカ横浜実行委員会との共催により、区役所や地域子育て支援拠点等を通じて詩の募集
を行い、詩集「トツキトウカYOKOHAMA2011」を発行した。妊娠中や乳児のいる家庭だけでなく、学
校の授業や課外活動・行事で活用されるなど、活用の幅に広がりが出ている。
　また、啓発イベントを実施した。

【詩集】
　・４０，０００部発行（平成２３年３月）
【イベント】
　・横浜パパ＆ファミリーフェスタwithトツキトウカYOKOHAMA
　・平成２２年７月１１日　　・５，０００名参加

10 ③ 3
開港150周年を契機とした子どもを大切にす
るプロジェクト

開港１５０周年を契機として、経済団体や施設等と連携して子
どもとの関わりや家族団らんを深める機会を創ります。具体的
には、６月２日の開港記念日（市立学校の休業日）に、ワー
ク・ライフ・バランスの観点から、休暇の取得や定時退社、市
内施設の無料開放等を推進していきます。

推進 推進

○経済団体や施設等との連携により、開港記念日（６月２日）に、定時退社や休暇取得などにより
ワーク･ライフ･バランスを実践することで、子どもとの関わりや家族団らんを深めることの大切さ
を呼びかけるチラシを、市民及び企業に向けて配布した。

○経済団体、ＮＰＯ･市民活動団体等により構成するワーク･ライフ･バランス推進実行委員会との連
携により、チラシ配布等の周知を行うことができた。
・発行部数：６，０００部


	【公表原稿】

